
▼
12
月
９
日（
火
）

午
後
１
時
〜
３
時
　

い
き
い
き
プ
ラ
ザ
都
留

３
階
　
研
修
室

▼
12
月
13
日（
土
）

午
前
10
時
〜
正
午
　

在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

よ
こ
ぶ
き
荘

※
２
回
と
も
同
じ
内
容
で
す
の
で
、

都
合
の
よ
い
日
に
ご
参
加
く
だ

さ
い
。

・
現
在
在
宅
で
介
護
を
行
っ
て
い

る
方

・
そ
の
他
介
護
に
つ
い
て
関
心
の

あ
る
方

１
月
15
・
16
・
19
・

20
・
22
・
23
日
　

午
後
６
時
〜
８
時
50
分

20
名

２
、
１
０
０
円

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
作
成
及
び
電
子

商
取
引
方
法
の
習
得
な
ど

パ
ソ
コ
ン
で
の
文
書
作
成
の
で

き
る
方
　
　
　
　
　
　
　
　

12
月
１
日
か
ら
開
講
日
の
１
週
間

前
ま
で
と
し
、
都
留
高
等
技
術
専
門

校
正
面
玄
関
ま
た
は
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て

（
規
定
用
紙
で
）受
け
付
け
て
お
り
ま

す
。
た
だ
し
、
定
員
に
な
り
次
第
締

め
切
ら
せ
て
頂
き
ま
す
。

都
留
高
等
技
術
専
門
校
　
　
　
　
　

（
43
）８
９
１
１
　

Ｆ
Ａ
Ｘ（
43
）８
９
１
２

平
成
16
年
１
月
９
日（
金
）

﹇
予
備
日
10
日（
土
）﹈

富
士
急
ハ
イ
ラ
ン
ド

市
内
に
住
む
５
歳
以
上
、
小
学

６
年
生
以
下（
小
学
２
年
生
以
下
は

保
護
者
が
同
伴
し
て
く
だ
さ
い
。）

幼
　
児

８
０
０
円

小
学
生
　
１
、
５
０
０
円

大
　
人

２
、
０
０
０
円

貸
し
靴
　
　
　
６
０
０
円

12
月
12
日（
金
）

生
涯
学
習
課

ス
ポ
ー
ツ
振
興
担
当

平
成
16
年
度
新
入
生
ア
パ
ー
ト

の
入
居
者
受
け
入
れ
募
集
を
行
う

方
は
、
次
に
よ
り
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

12
月
１
日（
月
）〜

平
成
16
年
１
月
30
日（
金
）

学
生
課
学
生
担
当
窓
口
に
申
込

書
が
用
意
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、

空
き
部
屋
数
・
男
女
の
別
・
部
屋

代
な
ど
の
入
居
条
件
を
記
入
の
上
、

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

都
留
文
科
大
学

学
生
課
　
学
生
担
当

（
43
）４
３
４
１

（
内
線
２
１
８
・
２
１
９
）

暮
ら
し
に
活
か
す

介
護
教
室
の
開
催

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
会
員
の

募
集

学
生
ア
パ
ー
ト
を

お
持
ち
の
方
へ

能
力
開
発
講
座

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア「
和
み
の
会
」で

は
、
次
の
と
お
り
会
員
を
募
集
し

ま
す
。

皆
さ
ん
の
温
か
い
ご
応
募
を
お

待
ち
し
て
い
ま
す
。

戸
沢
和
み
の
里
の
環
境
整
備

「
和
み
の
会
」
代
表
　
渡
辺
和
典

（
43
）４
９
２
３

寄
付（
敬
称
略
）

▼
都
留
舞
踊
連
盟

金
３
０
、
０
０
０
円

▼
禾
生
地
区
ゴ
ル
フ
愛
好
会

金
３
１
、
０
０
０
円

市
民
初
心
者
子
ど
も

ス
ケ
ー
ト
教
室

い
き
い
き
プ
ラ
ザ
都
留
内

都
留
市
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

（
46
）５
１
１
４

※
当
日
の
参
加
も
受
け
付
け
ま
す
。

ご
み
減
量
化
県
民
運
動

「
や
ま
な
し
エ
コ
ラ
イ
フ
宣
言
」

県
と
都
留
市
で
は
、
関
係
団
体

の
協
力
の
も
と
、
市
民
、
事
業
者

の
皆
さ
ん
に
ご
み
減
量
に
向
け
た

「
や
ま
な
し
エ
コ
ラ
イ
フ
宣
言
」の

登
録
を
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。

市
民
ま
た
は
、
県
外
か
ら
市
内

に
通
学
、
通
勤
さ
れ
て
い
る
方
。

広
報
と
一
緒
に
配
布
し
た「
や
ま

な
し
エ
コ
ラ
イ
フ
宣
言
」の
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
の
宣
言
項
目
の
中
か
ら
、

既
に
実
施
し
て
い
る
項
目
、
こ
れ

か
ら
取
り
組
み
た
い
項
目
の
数
を

「
や
ま
な
し
エ
コ
ラ
イ
フ
宣
言
登
録

用
紙
」に
一
人
一
枚
記
入
し
て
く
だ

さ
い
。
世
帯
で
複
数
の
方
が
登
録

す
る
場
合
は
、
コ
ピ
ー
す
る
か
ま

た
は
、
地
域
振
興
課
、
各
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
に
用
紙
が

置
い
て
あ
り
ま
す
の
で
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

地
域
振
興
課
ま
た
は
、
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。（
郵
送
、
フ
ァ
ッ
ク

ス
も
可
）

地
域
振
興
課
　
環
境
保
全
室
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日
本
の
伝
統
文
化
で
あ
る
炭
焼

き
を
体
験
し
な
が
ら
、
近
年
注
目

さ
れ
つ
つ
あ
る
炭
の
性
質
や
利
用

法
に
つ
い
て
学
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

都
留
市
大
野
１
０
８
３

炭
み
や
株
式
会
社

炭
み
や
株
式
会
社
　

代
表
取
締
役
　
小
松
　
徹

（
３
日
間
）

▼
12
月
７
日（
日
）

開
講
式
、
炭
材
の
窯
入
れ

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

▼
12
月
８
日（
月
）

口
炊
き
、
温
度
管
理
、
講
義

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

▼
12
月
20
日（
土
）

窯
出
し
、
炭
ボ
ー
ド
工
場
見
学
、

閉
講
式

午
前
９
時
〜
正
午

15
名
程
度（
要
申
込
み
）

※
３
日
間
、
受
講
で
き
る
方
に
限

り
ま
す
。

無
料

軍
手
、
着
替
え（
作
業
着
）、
タ

オ
ル
、
雨
具

富
士
北
麓
・
東
部
地
域
振
興
局

大
月
林
務
環
境
部

森
づ
く
り
推
進
課
　
瀧
口

（
22
）７
８
４
１
　

Ｆ
Ａ
Ｘ（
22
）７
８
４
８

平
成
15
年
度
　

炭
焼
き
師
養
成
講
座

い
き
い
き
山
梨

再
就
職
ス
ク
ー
リ
ン
グ

12
月
２
日（
火
）〜
５
日（
金
）

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
４
時
30
分

概
ね
35
歳
以
上
の
求
職
者
の
方

富
士
吉
田
市
民
会
館
　

１
日
目
・
２
日
目
　
１
０
０
名

３
日
目
・
４
日
目
　
　
２
５
名

１
日
目
【
12
月
２
日(
火)

】

雇
用
情
勢
の
現
状
・
求
め
ら
れ
る

能
力
・
早
期
再
就
職
の
す
す
め
な
ど

２
日
目
【
12
月
３
日（
水
）】

「
売
れ
る
」応
募
書
類
の
作
成
と

「
合
格
す
る
」面
接
対
策

３
日
目
・
４
日
目

【
12
月
４
日(

木)

・
12
月
５
日（
金
）】

１
時
間
程
度
の
キ
ャ
リ
ア
・
カ

ウ
ン
セ
リ
ン
グ

◎
再
就
職
支
援
ガ
イ
ダ
ン
ス

（
企
業
と
の
面
接
）

12
月
９
日(

火)

午
後
１
時
30
分
〜
４
時

ア
ピ
オ
ウ
エ
デ
ィ
ン
グ

プ
ラ
ザ
都
留

『
い
き
い
き
山
梨
』再
就
職

ス
ク
ー
リ
ン
グ
受
付
セ
ン
タ
ー

０
３（
５
２
７
２
）５
８
０
７

木造１戸建て住宅の耐震診断を実施します。
地震による住宅の倒壊などを防止し、災害に強い安全なま

ちづくりの推進を図るため、市では今年度から3年計画（平成
15年～17年）で、木造個人住宅の｢耐震診断｣を実施します。
希望する皆様の家に、｢耐震診断技術者｣を派遣し調査を

行い、大規模地震に対する防災意識と市民の耐震対策を支
援するものです。

①昭和56年5月31日以前に着工された木造在来工法で、建築
された住宅
②木造の個人住宅で2階建て以下の建物（長屋及び共同住宅
以外の建物）
③所有者が市内に住所を有し、かつ、自らが居住している
もの

耐震診断費用は、無料です。
※市が全額負担します。（一部　国、県の補助金を活用）

平成15年度　50戸（申込順）
建築住宅課　建築担当　　　

入所手続きの詳細については市内各保育所（園）、
および市福祉事務所で配布する入園入所のしおりを
ご覧になってください。
※保育所（園）によっては定員などの理由により入所
できない場合もありますのでご了承ください。
※各保育所（園）の情報提供は市福祉事務所または市
民生活課の窓口で行なっています。
また、都留市ホームページに「保育園のごあん

ない」を記載しています。
（http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/）

保育所（園）をお選びの際は、実際に保育所（園）を
見学し、環境や雰囲気など感じて、お子さんにあっ
た園を選びましょう。

福祉事務所　社会福祉担当　 （46）5112

自
動
車
燃
料
費
の

助
成
に
つ
い
て

県
で
は
、
今
年
度
も
心
身
障
害
者

が
使
用
す
る
自
家
用
自
動
車
の
燃
料

費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。
申
込
書

の
受
け
付
け
は
、
次
の
日
程
で
行
い

ま
す
の
で
、
最
寄
り
の
会
場
で
手
続

き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
今
年
度
に
限
り
、
助
成

の
対
象
期
間
を
平
成
15
年
３
月
〜

12
月
ま
で
の
10
カ
月
間
に
変
更
し

ま
す
。

▼
平
成
16
年
１
月
14
日（
水
）

富
士
女
性
セ
ン
タ
ー

（
都
留
市
中
央
三
丁
目
９
│
３
）

▼
平
成
16
年
１
月
20
日（
火
）

大
月
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

（
大
月
町
花
咲
10
）

▼
平
成
16
年
１
月
21
日（
水
）

富
士
女
性
セ
ン
タ
ー

（
都
留
市
中
央
三
丁
目
９
│
３
）

▼
平
成
16
年
１
月
23
日（
金
）

大
月
保
健
所

（
大
月
市
花
咲
１
６
０
８
│
３
）

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

富
士
北
麓
・
東
部
地
域
振
興
局

健
康
福
祉
部
　
障
害
福
祉
課

（
22
）７
８
２
６

Ｆ
Ａ
Ｘ（
22
）７
８
２
８
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ししららせせ

農業委員会委員選挙人名簿登録申請について

給与所得者の方で、雑損控除、医
療費控除、住宅借入金等特別控除な
どを受けることができる方、または
年の途中で退職して年末調整を受け
られなかった方などは、源泉徴収税
額の還付を受けるための確定申告書
を提出することができます。
ただし、税務署の閉庁日（土曜・

日曜・祝日など）は、税務署では相
談及び申告書の受け付けは行ってお
りませんが、申告書については郵送
または税務署の時間外収受箱に投函
することにより提出できます。
○申告書の提出のみの方について
は、郵送でのご提出をお願いいたし
ます。
なお、申告書（控）を同封される方

は、切手を貼付し、宛先を記入した
返信用封筒を必ず同封してください。

大月税務署　 （22）3151

税務署からのおしらせ（還付申
告されるサラリーマンの方へ）

宝の山ふれあいの里　1月10日（土）から予約受付開始

宝の山ふれあいの里コテージ及びグリーンロッジの予約を1月10日（土）か
ら開始します。
ここでは、年間を通してムササビ、リス、ヒミズなどの動物観察や宝鉱

山跡地探検、森の散策などの原体験をはじめ、都留市特産のアオハタ大豆
による手作り豆腐体験、炭焼き体験、竹や間伐材などを使用した木工作体
験などを行っています。

利用期間　4月1日（木）～11月30日（火）

利用期間　5月1日（土）～10月31日（日）
宝の山ふれあいの里　管理棟　 （45）6222

※休館日は毎週月曜日・祝日の翌日

「農業委員会委員選挙人名簿」は、毎年1月1日現在の申請に基づいて登録
されます。
この名簿に載っていないと投票もリコールの請求もできません。次の①

～③のいずれかに該当する人は申請してください。
①市内に住所があり、10アール以上の農地について耕作の業務を主宰して
いる満20歳以上（平成16年3月31日現在）の方
②前項の方と住所を同一にし、生計を共にしている同居の親族で、年間お
おむね60日以上耕作に従事している方（平成16年3月31日現在満20歳以上）
③10アール以上の農地を耕作する農業生産法人の組合員または社員で年間
60日以上の耕作に従事している方（平成16年3月31日現在満20歳以上）
※12月中旬に農業委員会より各農事組合に申請用紙を送付しますので、農
事組合ごとに取りまとめ、1月13日（火）までに農業委員会に提出してくだ
さい。
なお、農事組合に加入されていない農家については、農業委員会、各　
地域コミュニティセンター、JAなどに備え付けてある申請用紙をご利
用ください。

農業委員会事務局
「森林所有者の方へ」
森林国営保険の加入促進について

森林災害は忘れた頃に突然やって
きます。
ひとたび災害に見舞われますと、

復旧に多額の費用が必要になります。
長年にわたり苦労して育てた森林が、
災害にあってからでは手遅れです。
「万一」に備え、安心を確かなものと
して、山づくりに取り組んで頂くた
めに、是非ご加入ください。
避けられない自然災害から大切な財
産を守ることができます。
お申し込みは、森林組合などでお
受けしております。

産業観光課　農林振興担当

大月都留広域事務組合からのお知らせ

年末は12月30日（火）まで平常どおり収集します。
年始は1月5日（月）から平常どおり開始します。
※年末、年始についてはごみ量の増加が予想され、収集時間が通常より遅
れる場合もありますが、午前8時までにステーションに出してください。

12月29（月）・30日（火）に可燃・不燃・粗大ごみ・再資源化物の持ち込み
を午前9時から11時45分、午後1時から3時30分まで受け付けます。
※12月28日（日）は休みです。

大月都留広域事務組合　 （20）2651

12月31日（水）～1月4日（日）の間は休業です。
ステーションにごみを出さないでください。
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おおししららせせ

都留市消防署調べ（ ）はその日

工業統計調査にご協力を

平成15年12月31日を期日に、工業統
計調査を実施します。今年の調査は製
造業を営むすべての事業所が調査対象
となります
この調査は、製造業の事業所を対象

に、その実態を明らかにすることを目
的として実施しており、調査の結果は
国や都道府県の施策立案の基礎資料と
なるほか、民間の企業や大学などでも
幅広く利用されています。
調査員が伺いましたら、ご協力をお

願いします。

産業観光課　商工振興担当

都留市の気象

「第55回人権週間」のお知らせ

最高気温

最低気温

平均気温

降水日数

降 水 量

平均湿度

平成15年10月 平成14年10月 10年間
の平均

（2）
28.5℃

（2）
30.0℃ 28.8℃

（24）
3.8℃

（31）
1.8℃ 3.5℃

13.5℃ 14.5℃ 14.8℃
1.0 以上

9日
1.0 以上

9日
1.0 以上

9日

148.5 251.0 132.3

77％ 74％ 77％

高年齢者の職業相談室を
ご利用ください

主に55歳以上で働く意欲のある方
土曜・日曜・祝日及び年末年
始を除く毎日
午前8時30分～午後5時
大月市高年齢者職業相談室
大月市大月町花咲10
大月市総合福祉センター内1階
電話・FAX共に（23）0696

12月10日は「人権デー（Human Rights Day）」です。
法務省と全国人権擁護委員連合会では、本年も12月4日から10日までの
1週間を「人権週間」と定め、住民の皆様に人権思想の普及高揚を呼びかけ
ております。
今年度の人権週間の強調事項は、次の12項目ですが、これを実現する

ことは住民すべての願いです。それぞれの趣旨を理解し、お互いの人権
を尊重して明るい社会を作りましょう。
○女性の地位を高めよう　
○子どもの人権を守ろう
○高齢者を大切にする心を育てよう
○障害のある人の完全参加と平等を実現しよう
○部落差別をなくそう　　
○アイヌの人々に対する理解を深めよう
○外国人の人権を尊重しよう
○HＩＶ感染者やハンセン病患者などに対する偏見をなくそう
○刑を終えて出所した人に対する偏見をなくそう
○犯罪被害者とその家族の人に配慮しよう
○インターネットを悪用した人権侵害は止めよう
○性的指向を理由とする差別をなくそう
人権問題でお困りの方は、お気軽に最寄りの人権擁護委員か法務局にご

相談ください。相談は無料、秘密厳守で難しい手続きは必要ありません。
甲府地方法務局都留支局　 （43）4381

◎特設人権相談所の開設
日頃、皆さんが人権問題ではないだろうかと感じたり、困りごとや心

配ごとがありましたら、是非この機会にご相談ください。
（相談は無料で､秘密は厳守します。）

◎児童・生徒のいじめ問題、体罰の問題
◎親子、夫婦、相続、登記、供託、戸籍、借地、借家、名誉、信用、
差別、私的制裁、騒音・悪臭などについての悩み事
◎その他人権に関することで、どこへ相談してよいかわからないなど
で困っている場合

12月8日（月） 午後1時～3時まで
市役所2階　第一会議室
人権擁護委員　　　　　　　　
市民生活課　窓口担当

山梨九士業による合同無料なんでも法律相談会

9つの分野の専門家が、暮らしの小さな問題から事業の大きな悩みまで、
幅広く相談に応じます。
複雑な問題は、複数の専門家が合同で対応します。

12月6日（土） 午前の部　午前10時～正午
午後の部　午後1時～4時

甲府市総合市民会館（青沼三丁目5－44）
事前に予約申し込みが可能です。

東京税理士会　山梨県会　 055（233）1318
※九士業とは・・行政書士・公認会計士・司法書士・社会保険労務士・

税理士・土地家屋調査士・不動産鑑定士・弁護士・
弁理士
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